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特定非営利活動法人 福祉で支え合う会 

 

平成 28 年度 事 業 報 告 書 

平成 28 年４月１日から平成 29 年 3 月 31 日まで 

 

 

当法人は、介護の必要な高齢者及び認知症の方が安心して心豊かに暮らしていくため

に、慣れ親しんだ地域で親しい人々による支え合いを基調に、居宅サービス等介護保険

事業を行い、もって地域と社会の福祉の増進を図り、広く公益の増進に寄与する事を目

的とし、保健、医療又は福祉の増進を図る特定非営利活動を行なっております。 

 

１ 事業の成果 

介護保険法に基づく地域密着型サービス事業である小規模多機能型居宅介護事業

所・豊夢三浦海岸は、開設以来 10 年を経過し、隣近所の方のご相談ご利用が増えてき

て、地域密着型サービスとして地域の方々に理解されてきたものと感じております。 

平成 27年度の介護保険法改正に伴い、小規模多機能型居宅介護の登録定員を 29名に、

通いの定員を 18 名に変更すると共に、予防介護事業も指定を受け、事業拡大を図りま

した。ようやく利用者の安定がみられたところです。 

同時に、小規模多機能型居宅介護には厳しい介護報酬の改定が行われたが、提供する

サービスの質の向上を図り、各種加算を活用し介護報酬増に努めた。 

豊夢三浦海岸の利用者登録数が、28 年度は 16 名から 21 名と前年度同様低迷し、新

設の加算を活かしても増収には至らず、介護事業収益は 71,901 千円でした。それに、

寄付金と日本財団の助成金、厚労省の補助金等を活用するができました。 

しかし、支出面においては、人件費の増加が大きくなり、経常費用は 78,429 千円と

なり、当期経常損失 3,434千円が発生してしまいました。 

運転資金は、まだまだ不足しており資金繰りに苦心いたしましたが、日本政策金融公

庫と湘南信用金庫及び会員からの借入、更にスルガ銀行の介護ファクタリングを活用し

ております。 

介護保険法に基づく居宅サービス事業の内、訪問介護事業については、訪問介護の利

用者の確保ができる見通しが、いまだ得られず、事業の開始に至りませんでした。 

平成 18 年 10 月にスタートした豊夢三浦海岸居宅介護支援事業所は、19 年 8 月末を

以って休止の届けを出しておりますが、現在も休止中です。 
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２ 事業内容 

 （１）特定非営利活動に係る事業 

① 介護保険法に基づく居宅サービス事業 

   ア 訪問介護サービス事業 

訪問介護サービスについては、顧客の確保ができるまで、準備期間として

おります。 

② 介護保険法に基づく居宅介護支援事業  

現在休止中です。 

  ③ 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 

   ア 小規模多機能型居宅介護事業 

内   容；「通い」を中心として、要介護者の機能や希望に応じて、随時「訪

問」や「宿泊」を組み合わせてサービスを提供しております。 

期   間；通年 

場 所；豊夢三浦海岸 

（三浦市南下浦町上宮田５２７番５号） 

従事者人員；管理者 1名、介護支援専門員 2名、介護従事者 24名（内看護職員

2名） 

対 象 地 域；三浦市 

定 員；「登録者」29名、「通い」18名、「泊まり」9名 

収 入 総 額；74,994千円 

支 出 総 額；78,429千円 

登録者の状況； 
 

 

登   録   者   状   況 （3月末日） 

男女別 介護度別 

男 女 計 
要支援 要介護 

計 
１ ２ 1 2 3 4 5 

当年 7 11 18 0 0 1 4 8 4 1 18 

前年 5 11 16 0 0 1 3 3 4 5 19 

以上 


